
職種 児童厚生員（補佐） 

雇用形態 臨時職員 

業務内容 ・児童館における児童厚生員の補佐業務 

 子どもたちが心身ともに健やかに成長・発達できるよう、遊びを通して健康の 

増進および情操を豊かにするための援助活動を行います。 

・児童指導および遊びの見守り 

・児童が安心して過ごせる環境整備および環境設定 

・その他、社会福祉協議会の各種事業推進に必要な業務 

資格要件 

 

・保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、児童厚生指導員のいずれかの資格を有する方  

・児童と接する事業に従事した経験のある方 

雇用期間 令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

※1年ごとの契約更新制。 

※勤務成績・態度および事業の継続状況等を勘案し更新する場合があります。 

※本事業は豊見城市からの指定管理受託事業であり、事業が継続された場合に更新の可

能性があります。 

勤務場所 豊見城市立わくわく児童館（豊見城市字保栄茂 1153-109） 

勤務時間 （１）１３：００～１８：００（実働５時間/休憩なし） 

（２） ９：００～１８：００（シフト制/休憩 1時間/実働７時間） 

※原則として（1）の 5時間勤務とする。 

ただし、職員のシフト調整や行事等の都合により、（2）の 7時間勤務を命じる

場合があります。 

給与 時給１，３１０円  

諸手当 通勤手当あり（日額１００円） 

加入保険 社会保険（健康保険・厚生年金）、雇用保険、労災保険 

休日・休暇 第４日曜日、年末年始、その他シフトによる週休二日制 

選考方法 書類選考および面接試験 ※書類選考後、面接日時を通知します。 

※選考結果は文書にて通知します。 

その他 土日祝日も勤務が可能な方を歓迎します。 

事前連絡のうえ、施設見学可能です。 

応募方法 履歴書（写真貼付）および資格証の写しを提出ください。 

【提出方法】郵送、または持参 

【提出期限】随時 

【提 出 先】〒901-0212 豊見城市字平良 467番地 4  

      豊見城市社会福祉協議会 

【問 合 せ】TEL：098-856-2782 担当：総務係 城間 

 


